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１　社会保険診療報酬支払基金の概要
　⑴　事業内容
　　ア�　診療担当者の提出する診療報酬請求書の審査（その審査について不服の申出が

あった場合の再審査を含む。以下同じ。）を行うこと。
　　イ�　前記アにより審査を行った診療報酬請求書に対して、厚生労働大臣の定めるとこ

ろにより算定した金額を支払うこと。
　　ウ�　前記ア及びイに準じ、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の審査及び支払を

行うこと。
　　エ�　各保険者から、委託金の委託を受けるとともに各保険者に診療報酬の請求を行う

こと。
　　オ�　保険者から委託された医療保険各法等による保険給付の支給に関する事務（前記

アからエまでの業務を除く。）を行うこと。
　　カ�　保険者から委託された健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公

務員共済組合法、国民健康保険法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確
保に関する法律に掲げる情報の収集又は整理に関する事務を行うこと。

　　キ�　保険者から委託された健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公
務員共済組合法、国民健康保険法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確
保に関する法律に掲げる情報の利用又は提供に関する事務を行うこと。

　　ク�　前記アからキまでの業務に附帯する業務を行うこと。
　　ケ�　前記アからクまでの業務のほか、社会保険診療報酬支払基金法第１条の目的を達

成するために必要な業務を行うこと。
　　コ�　生活保護法、児童福祉法、母子保健法、戦傷病者特別援護法、原子爆弾被爆者に対

する援護に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律、石
綿による健康被害の救済に関する法律、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律又は難病の患者に対する医療等に関する法律の規定により医療
機関の請求することのできる診療報酬の額又は被爆者一般疾病医療機関若しくは保
険医療機関等若しくは生活保護指定医療機関に支払うべき額の決定について意見を
求められたときは、意見を述べ、また、生活保護法、戦傷病者特別援護法、原子爆弾
被爆者に対する援護に関する法律、児童福祉法、母子保健法、感染症の予防及び感
染症の患者に対する医療に関する法律、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行っ
た者の医療及び観察等に関する法律、石綿による健康被害の救済に関する法律、障
害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律又は難病の患者に対す
る医療等に関する法律の規定により医療機関に対する診療報酬又は一般疾病医療費
若しくは医療費に相当する額の支払に関する事務を委託されたとき、防衛省の職員
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の給与等に関する法律の規定により、療養を担当する者が国に対して請求すること
ができる診療報酬の額の審査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務を
委託されたとき、並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律又は麻薬及び向
精神薬取締法の規定により、これらに規定する審査、額の算定又は診療報酬の支払
に関する事務を委託されたときにおいて、その支払に必要な事務を行うこと。

　　サ�　厚生労働大臣の定める疾病について医療機関が請求することができる費用の額の
審査及び支払に関する事務を行うこと。

　　シ�　高齢者の医療の確保に関する法律の定めるところにより次の高齢者医療制度関係
業務を行うこと。

　　　ア�　保険者から前期高齢者納付金等を徴収し、保険者に対し前期高齢者交付金を交
付する業務及びこれに附帯する業務

　　　イ�　保険者から後期高齢者支援金等を徴収し、後期高齢者医療広域連合に対し後期
高齢者交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務

　　　ウ�　保険者から病床転換支援金等を徴収し、都道府県に対し病床転換助成交付金を
交付する業務及びこれに附帯する業務

　　ス　国民健康保険法の定めるところにより次の退職者医療関係業務を行うこと。
　　　ア�　被用者保険等保険者から拠出金を徴収すること。
　　　イ�　市町村に対し療養給付費交付金を交付すること。
　　　ウ�　前記ア及びイの業務に附帯する業務を行うこと。
　　セ　介護保険法の定めるところにより次の介護保険関係業務を行うこと。
　　　ア�　医療保険者から納付金を徴収すること。
　　　イ�　市町村に対し介護給付費交付金を交付すること。
　　　ウ�　市町村に対し地域支援事業支援交付金を交付すること。
　　　エ�　前記のア、イ及びウの業務に附帯する業務を行うこと。
　　ソ�　特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の定めるところ

により次の特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務を行うこと。
　　　ア�　特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等を支給すること。
　　　イ�　前記のアの業務に附帯する業務を行うこと。
　　タ�　地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の定めるところに

より次の医療機関等情報化補助業務を行うこと。
　　　ア�　医療機関等が行う地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するた

めの医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用を補助するこ
と。

　　　イ�　前記のアの業務に附帯する業務を行うこと。
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⑵　事務所の所在地

主 た る 事 務 所 の 名 称 所 在 地

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 東京都港区新橋二丁目 1 番 3 号

従 た る 事 務 所 の 名 称 所 在 地

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 北 海 道 支 部 札幌市中央区北七条西十四丁目 28 番地 22

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 青 森 支 部 青森市堤町一丁目 5 番 1 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 岩 手 支 部 盛岡市志家町 10 番 35 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 宮 城 支 部 仙台市宮城野区榴岡五丁目 1 番 27 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 秋 田 支 部 秋田市中通七丁目 2 番 17 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 山 形 支 部 山形市鉄砲町二丁目 15 番 1 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 福 島 支 部 福島市三河南町 11 番 5 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 茨 城 支 部 水戸市末広町一丁目 1 番 8 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 栃 木 支 部 宇都宮市塙田一丁目 3 番 14 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 群 馬 支 部 前橋市問屋町一丁目 2 番地 4

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 埼 玉 支 部 さいたま市浦和区領家三丁目 18 番 1 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 千 葉 支 部 千葉市中央区問屋町 2 番 1 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 東 京 支 部 東京都豊島区南池袋二丁目 28 番 10 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 神 奈 川 支 部 横浜市中区山下町 34 番地

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 新 潟 支 部 新潟市中央区新光町 11 番地 2

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 富 山 支 部 富山市黒崎 21 番地

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 石 川 支 部 金沢市元菊町 16 番 15 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 福 井 支 部 福井市花堂東一丁目 26 番 30 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 山 梨 支 部 甲府市湯田二丁目 12 番 22 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 長 野 支 部 長野市大字鶴賀 1457 番地 44

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 岐 阜 支 部 岐阜市五坪一丁目 1 番 1 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 静 岡 支 部 静岡市駿河区国吉田一丁目 2 番 20 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 愛 知 支 部 名古屋市北区大曽根四丁目 8 番 57 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 三 重 支 部 津市桜橋三丁目 446 番 68

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 滋 賀 支 部 大津市におの浜二丁目 2 番 8 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 京 都 支 部 京都市右京区西院月双町 36 番地

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 大 阪 支 部 大阪市北区鶴野町 2 番 12 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 兵 庫 支 部 神戸市中央区港島中町四丁目 4 番 4

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 奈 良 支 部 奈良市佐保台西町 114 番地 1

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 和 歌 山 支 部 和歌山市吹上二丁目 5 番 14 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 鳥 取 支 部 鳥取市扇町 117 番地

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 島 根 支 部 松江市北田町 33 番 1

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 岡 山 支 部 岡山市北区新屋敷町二丁目 1 番 16 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 広 島 支 部 広島市西区中広町一丁目 17 番 30 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 山 口 支 部 山口市葵一丁目 3 番 38 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 徳 島 支 部 徳島市末広二丁目 1 番 25 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 香 川 支 部 高松市朝日町二丁目 17 番 3 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 愛 媛 支 部 松山市六軒家町 2 番 13 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 高 知 支 部 高知市神田 593 番地

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 福 岡 支 部 福岡市博多区美野島一丁目 1 番 8 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 佐 賀 支 部 佐賀市駅前中央三丁目 10 番 1 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 長 崎 支 部 長崎市光町 3 番 15 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 熊 本 支 部 熊本市中央区本荘町 667 番地 1

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 大 分 支 部 大分市新川町二丁目 5 番 17 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 宮 崎 支 部 宮崎市丸島町 2 番 38 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 鹿 児 島 支 部 鹿児島市宇宿一丁目 52 番 12 号

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 沖 縄 支 部 那覇市上間 290 番地 1
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　⑶　職員の定数及びその前事業年度末との比較

区　　分 令和元年度末 平成 30 年度末

職員定数 4,207 名 4,280名

審査委員定数

（うち主任審査委員）

4,680 名

（561 名）

4,674名
（561 名）
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療
特

別
促

進
事

業
）

4
7

0
0

4
7
 

都
道

府
県
（肝

が
ん

・
重

度
肝

硬
変

治
療

研
究

促
進

事
業
）

4
6

1
0

4
7
 

政
府
（軽

減
特

例
措

置
）

1
0

0
1
 

都
道

府
県
（特

定
疾

患
等
）

5
3

0
0

5
3
 

都
道

府
県

及
び

市
（児

童
福

祉
法

：
小

児
慢

性
）

1
2
1
(
7
4
)

4
0

1
2
5
 (
7
8
)

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（措

置
等

医
療
）

9
0
5
(
8
5
8
)

2
0

9
0
7
 (
8
6
0
)

都
道

府
県

及
び

市
（難

病
の

患
者

に
対

す
る

医
療

等
に

関
す

る
法

律
）

6
7
(
2
0
)

0
0

6
7
 (
2
0
)

社
会

保
険

診
療

報
酬

支
払

基
金

（特
定
Ｂ
型

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感

染
者
給
付
金

等
の
支

給
に
関
す
る
特

別
措

置
法
）

0
0

0
0
 

独
立

行
政

法
人

環
境

再
生

保
全

機
構
（石

綿
に

よ
る

健
康

被
害

の
救

済
に

関
す

る
法

律
）

1
0

0
1
 

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（児

童
福

祉
法
：

肢
体

不
自

由
児

通
所

及
び

障
害

児
入

所
医

療
）

1
,7
8
4
(
1
,7
3
7
)

0
0

1
,7
8
4
 (
1
,7
3
7
)

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（自

治
体

医
療
）

1
,2
1
8
(
1
,2
0
1
)

7
5

0
1
,2
9
3
 (
1
,2
7
6
)

合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計

1
5
,3
0
3

1
0
8
 

1
3
 

1
5
,3
9
8
 

（
注
）
１
 ．
都
道
府
県
及
び
市
区
町
村
（
感
染
症
法
、
生
活
保
護
法
、
障
害
者
総
合
支
援
法
、
児
童
福
祉
法
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
、
母
子
保
健
法
、
残
留
邦
人
支
援
法
、
措
置
等
医
療
、

自
治
体
医
療
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
契
約
都
道
府
県
市
区
町
村
数
を
記
し
、
そ
の
括
弧
内
に
市
区
町
村
数
を
再
掲
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
 ２

 ．
共
済
組
合
の
国
家
公
務
員
等
の
う
ち
に
は
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
職
員
、
地
方
職
員
共
済
組
合
、
公
立
学
校
共
済
組
合
及
び
警
察
共
済
組
合
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
　
 ３

 ．「
保
険
者
等
の
種
別
」
欄
の
「（

特
定
疾
患
等
）」

の
「
等
」
に
は
、「

茨
城
県
神
栖
町
に
お
け
る
有
機
ヒ
素
化
合
物
に
よ
る
環
境
汚
染
及
び
健
康
被
害
に
係
る
緊
急
措
置
事
業
要
綱
」
に
基
づ
く
審
査
支
払
事

務
に
関
す
る
茨
城
県
知
事
と
の
契
約
、「

水
俣
病
総
合
対
策
費
の
国
庫
補
助
に
つ
い
て
」
に
基
づ
く
療
養
の
給
付
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
給
付
に
関
す
る
審
査
支
払
事
務
に
係
る
新
潟
県
知
事
、
熊
本
県
知
事
、

鹿
児
島
県
知
事
及
び
新
潟
市
長
と
の
契
約
及
び
「
メ
チ
ル
水
銀
の
健
康
影
響
に
係
る
調
査
研
究
事
業
に
つ
い
て
」
に
基
づ
く
研
究
治
療
費
の
支
給
に
関
す
る
審
査
支
払
事
務
に
係
る
熊
本
県
知
事
と
の
契
約
が

含
ま
れ
て
い
る
。

　
　
 ４

 ．「
保
険
者
等
の
種
別
」
欄
の
「（

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
）」

に
つ
い
て
は
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
が
実
施
機
関
で
あ
る
た
め
、
契
約
は
行
っ
て

い
な
い
。
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３
　

管
掌

別
診

療
報

酬
支

払
状

況

保
険

者
等

の
種

別
支
払
確
定
額

支
　
払
　
額

支
払
未
済
額

備
　
　
　
考

千
円

千
円

千
円

千
円

全
国

健
康

保
険

協
会
（健

康
保

険
）

5
,7
1
2
,9
5
1
,5
1
0

5
,7
1
2
,8
9
3
,1
2
3

5
8
,3
8
7

5
9
,2
8
2

全
国

健
康

保
険

協
会
（船

員
保

険
）

1
9
,0
4
7
,4
7
6

1
9
,0
4
7
,3
7
2

1
0
4

1
2
0

共
済

組
合

1
,0
3
4
,4
2
3
,5
3
2

1
,0
3
4
,4
0
9
,7
0
4

1
3
,8
2
8

1
0
,0
5
3

健
康

保
険

組
合

3
,5
4
6
,1
0
2
,6
1
8

3
,5
4
6
,0
8
1
,8
9
4

2
0
,7
2
4

3
2
,4
2
2

政
府
（防

衛
省

の
職

員
の

給
与

等
に

関
す

る
法

律
）

1
1
,9
3
5
,0
1
1

1
1
,9
3
4
,8
6
6

1
4
4

2
0
6

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（感

染
症

法
：

感
染

症
結

核
）

2
,0
0
7
,6
4
9

2
,0
0
7
,6
4
9

△
 
0

1

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（生

活
保

護
法
）

1
,7
8
0
,8
8
9
,4
3
3

1
,7
8
0
,8
6
8
,0
8
3

2
1
,3
4
9

1
7
,6
2
5

政
府
（戦

傷
病

者
特

別
援

護
法
）

1
6
5

1
6
5

─
─

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

更
生

医
療
）

1
6
3
,4
5
9
,3
3
6

1
6
3
,4
5
8
,9
9
2

3
4
4

2
0
2

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

育
成

医
療
）

1
,5
0
9
,6
1
3

1
,5
0
9
,6
1
3

─
─

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（児

童
福

祉
法
：

療
育

の
給

付
）

8
6
2

8
6
2

─
─

政
府
（原

子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
）

4
,9
2
8
,5
1
5

4
,9
2
8
,5
1
2

2
2
1

都
道

府
県

及
び

市
（精

神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
）

5
,4
5
0
,7
0
9

5
,4
5
0
,7
0
9

─
─

都
道

府
県

及
び

市
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

精
神

通
院

医
療
）

1
9
8
,1
8
0
,2
9
4

1
9
8
,1
7
9
,9
1
0

3
8
4

1
,1
1
2

都
道

府
県
（麻

薬
及

び
向

精
神

薬
取

締
法
）

─
─

─
─

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（母

子
保

健
法
）

7
,0
0
8
,3
7
1

7
,0
0
8
,3
7
1

─
─

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

療
養

介
護

医
療
）

4
,0
0
2
,2
0
5

4
,0
0
2
,2
0
5

─
─

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（残

留
邦

人
支

援
法
）

6
,0
5
1
,0
8
8

6
,0
5
1
,0
9
1

△
 
3

3
7

市
町

村
及

び
特

別
区
（老

人
保

健
法
）

△
 
8
7
6

△
 
8
7
6

─
△
 
4
9

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（感

染
症

法
）

4
9

4
9

─
─

地
方

厚
生

局
（医

療
観

察
法
）

1
5
,8
3
2
,6
2
8

1
5
,8
3
2
,6
2
8

─
1
2

都
道

府
県
（肝

炎
治

療
特

別
促

進
事

業
及

び
肝

が
ん

・
重

度
肝

硬
変

治
療

研
究

促
進

事
業
）

4
,1
8
6
,5
5
0

4
,1
8
6
,5
5
0

─
─

政
府
（軽

減
特

例
措

置
）

9
6
,2
9
8

9
6
,3
5
6

△
 
5
7

△
 
1
4

政
府
（老

人
被

爆
）

─
─

─
─

都
道

府
県
（特

定
疾

患
等
）

2
,1
4
2
,9
7
2

2
,1
4
2
,9
9
9

△
 
2
6

△
 
1
1

都
道

府
県

及
び

市
（児

童
福

祉
法

：
小

児
慢

性
）

2
5
,7
5
8
,9
6
5

2
5
,7
5
8
,9
3
9

2
6

2
5
8

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（措

置
等

医
療
）

1
1
,0
4
2
,4
1
7

1
1
,0
4
2
,4
0
7

9
5
,1
5
0

都
道

府
県

及
び

市
（難

病
の

患
者

に
対

す
る

医
療

等
に

関
す
る

法
律
）

9
8
,7
9
7
,8
1
3

9
8
,7
9
4
,5
5
2

3
,2
6
0

8
,5
0
8

社
会

保
険

診
療

報
酬

支
払

基
金

（特
定

Ｂ
型

肝
炎

ウ
イ

ル
ス

感
染

者
給

付
金

等
の

支
給

に
関

す
る

特
別

措
置

法
）

7
9
,8
4
7

7
9
,8
4
7

─
─

独
立

行
政

法
人

環
境

再
生

保
全

機
構
（石

綿
に

よ
る

健
康

被
害

の
救

済
に

関
す

る
法

律
）

1
5
9
,2
4
1

1
5
9
,2
4
1

─
─

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（児

童
福

祉
法
：

肢
体

不
自

由
児

通
所

及
び

障
害

児
入

所
医

療
）

3
,4
6
1
,4
0
0

3
,4
6
1
,4
0
0

─
─

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（自

治
体

医
療
）

2
9
1
,8
2
8
,9
0
2

2
9
1
,8
2
5
,6
8
2

3
,2
1
9

3
,2
4
6

出
産

育
児

一
時

金
等

3
2
5
,4
1
8
,4
3
7

3
1
2
,2
9
9
,1
3
9

1
3
,1
1
9
,2
9
7

1
3
,0
2
1
,6
6
2

合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計

1
3
,2
7
6
,7
5
3
,0
4
5

1
3
,2
6
3
,5
1
2
,0
4
9

1
3
,2
4
0
,9
9
6

1
3
,1
5
9
,8
4
9

（
注
）
１
．
「
支
払
確
定
額
」
に
は
、
前
年
度
支
払
未
済
額
が
含
ま
れ
て
い
る
。
な
お
、
当
該
額
は
「
備
考
」
欄
に
付
記
し
た
額
で
あ
る
。

　
　
 
２
．
「
支
払
額
」
は
本
年
度
中
に
支
払
っ
た
額
で
あ
る
。
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４
　

管
掌

別
診

療
報

酬
収

入
状

況

保
　

険
　

者
　

等
　

の
　

種
　

別
請
　
求
　
額

収
　
入
　
額

収
入
未
済
額

備
　
　
　
考

千
円

千
円

千
円

千
円

委
託

金
5
7
6
,3
0
9

5
7
6
,3
0
9

─
─

共
済

組
合

△
 
1
4
,1
8
6

△
 
1
4
,1
8
6

─
─

健
康

保
険

組
合

5
9
0
,4
9
5

5
9
0
,4
9
5

─
─

診
療

報
酬

1
3
,5
3
0
,5
5
4
,5
7
3

1
3
,2
6
9
,8
0
2
,3
8
2

2
6
0
,7
5
2
,1
9
1

2
4
3
,6
8
3
,1
1
2

全
国

健
康

保
険

協
会
（健

康
保

険
）

5
,9
6
2
,3
3
8
,1
7
2

5
,7
1
2
,8
8
8
,1
7
2

2
4
9
,4
5
0
,0
0
0

2
3
2
,5
5
4
,0
0
0

全
国

健
康

保
険

協
会
（船

員
保

険
）

1
9
,8
6
8
,3
5
2

1
9
,0
4
7
,3
5
2

8
2
1
,0
0
0

7
9
2
,0
0
0

共
済

組
合

1
,0
3
4
,4
3
5
,4
6
2

1
,0
3
4
,4
3
5
,4
6
2

─
─

健
康

保
険

組
合

3
,5
4
6
,3
7
3
,3
7
4

3
,5
4
6
,0
8
5
,9
9
5

2
8
7
,3
7
9

2
8
8
,0
7
9

政
府
（防

衛
省

の
職

員
の

給
与

等
に

関
す

る
法

律
）

1
1
,9
2
5
,9
8
5

1
1
,9
2
5
,9
8
5

─
─

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（感

染
症

法
：

感
染

症
結

核
）

1
,9
8
8
,4
4
8

1
,9
8
3
,2
3
2

5
,2
1
5

1
,0
8
8

都
道
府
県
・
市
町
村
及
び
特
別
区
（生

活
保

護
法
）

1
,7
8
6
,4
5
2
,6
3
9

1
,7
8
6
,1
3
6
,6
3
2

3
1
6
,0
0
7

2
9
5
,9
2
5

政
府
（戦

傷
病

者
特

別
援

護
法
）

1
6
5

1
6
5

─
─

都
道
府
県
・
市
町
村
及
び
特
別
区
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

更
生

医
療
）

1
6
3
,4
6
9
,6
8
5

1
6
3
,4
1
1
,9
6
4

5
7
,7
2
0

1
2
,3
6
4

都
道
府
県
・
市
町
村
及
び
特
別
区
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

育
成

医
療
）

1
,5
0
6
,9
0
2

1
,5
0
4
,7
4
6

2
,1
5
6

3
2
1

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（児

童
福

祉
法
：

療
育

の
給

付
）

8
9
8

8
9
8

─
─

政
府
（原

子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
）

4
,9
2
8
,4
2
9

4
,9
2
8
,4
2
9

─
─

都
道

府
県

及
び

市
（精

神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
）

5
,4
8
4
,1
2
3

5
,4
8
4
,1
2
3

─
1
,7
3
4

都
道

府
県

及
び

市
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

精
神

通
院

医
療
）

1
9
8
,3
7
7
,3
2
0

1
9
8
,3
7
7
,3
2
0

─
─

都
道

府
県
（麻

薬
及

び
向

精
神

薬
取

締
法
）

─
─

─
─

都
道
府
県
・
市
町
村
及
び
特
別
区
（母

子
保

健
法
）

6
,9
8
6
,5
1
4

6
,9
8
5
,1
8
2

1
,3
3
2

1
,0
7
2

都
道
府
県
・
市
町
村
及
び
特
別
区
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

療
養

介
護

医
療
）

4
,0
0
4
,7
5
8

4
,0
0
4
,1
9
6

5
6
2

7
0
7

都
道
府
県
・
市
町
村
及
び
特
別
区
（残

留
邦

人
支

援
法
）

6
,0
5
5
,3
6
3

6
,0
5
5
,3
6
3

─
─

市
町

村
及

び
特

別
区
（老

人
保

健
法
）

─
─

─
─

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（感

染
症

法
）

4
9

4
9

─
─

地
方

厚
生

局
（医

療
観

察
法
）

1
5
,8
3
2
,6
4
9

1
5
,8
3
2
,6
4
9

─
─

都
道

府
県
（肝

炎
治

療
特

別
促

進
事

業
及

び
肝

が
ん

・
重

度
肝

硬
変

治
療

研
究

促
進

事
業
）

4
,1
6
4
,3
5
9

4
,1
6
4
,2
5
4

1
0
5

─

政
府
（軽

減
特

例
措

置
）

9
6
,3
1
3

9
6
,3
1
3

─
─

政
府
（老

人
被

爆
）

─
─

─
─

都
道

府
県
（特

定
疾

患
等
）

2
,1
4
3
,8
0
5

2
,1
4
3
,8
0
5

0
3
3
3

都
道

府
県

及
び

市
（児

童
福

祉
法

：
小

児
慢

性
）

2
5
,7
6
0
,1
6
5

2
5
,7
6
0
,1
6
5

─
─

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（措

置
等

医
療
）

1
1
,1
1
6
,6
6
7

1
1
,1
1
6
,6
6
7

─
3
0
1

都
道

府
県

及
び

市
（難

病
の

患
者

に
対

す
る

医
療

等
に

関
す
る

法
律
）

9
9
,4
9
1
,6
5
9

9
9
,4
9
1
,6
5
9

─
─

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金

（特
定

Ｂ
型

肝
炎

ウ
イ

ル
ス

感
染

者
給

付
金

等
の

支
給

に
関

す
る

特
別

措
置

法
）

7
9
,9
1
8

7
9
,9
1
8

─
─

独
立
行

政
法

人
環

境
再

生
保
全

機
構
（石

綿
に

よ
る

健
康

被
害

の
救

済
に

関
す

る
法

律
）

1
5
9
,3
3
8

1
5
9
,3
3
8

─
─

都
道
府
県
・
市
町
村
及
び
特
別
区
（児

童
福

祉
法
：

肢
体

不
自

由
児

通
所

及
び

障
害

児
入

所
医

療
）

3
,4
5
1
,7
3
8

3
,4
5
1
,7
2
2

1
5

7

都
道
府
県
・
市
町
村
及
び
特
別
区
（自

治
体

医
療
）

2
9
1
,9
2
9
,8
7
0

2
9
1
,9
2
8
,9
6
7

9
0
2

5
1
0

出
産

育
児

一
時

金
等

3
2
2
,1
3
1
,4
4
1

3
1
2
,3
2
1
,6
4
7

9
,8
0
9
,7
9
3

9
,7
3
4
,6
6
6

合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計

1
3
,5
3
1
,1
3
0
,8
8
2

1
3
,2
7
0
,3
7
8
,6
9
1

2
6
0
,7
5
2
,1
9
1

2
4
3
,6
8
3
,1
1
2

（
注
）
１
．
「
請
求
額
」
に
は
、
前
年
度
収
入
未
済
額
が
含
ま
れ
て
い
る
。
な
お
、
当
該
額
は
「
備
考
」
欄
に
付
記
し
た
額
で
あ
る
。

　
　
 
２
．
「
収
入
額
」
は
本
年
度
中
に
収
入
し
た
額
で
あ
る
。



─ 10─

５
　

管
掌

別
事

務
費

収
入

状
況

保
　

険
　

者
　

等
　

の
　

種
　

別
請
　
求
　
額

収
　
入
　
額

収
入
未
済
額

千
円

千
円

千
円

全
国

健
康

保
険

協
会
（健

康
保

険
）

2
9
,9
8
4
,4
1
7

2
9
,9
8
4
,4
1
7

─

全
国

健
康

保
険

協
会
（船

員
保

険
）

8
3
,4
3
0

8
3
,4
3
0

─

共
済

組
合

6
,4
1
1
,1
9
1

6
,4
1
1
,1
9
1

─

健
康

保
険

組
合

2
1
,2
8
5
,9
0
0

2
1
,2
8
5
,9
0
0

─

政
府
（防

衛
省

の
職

員
の

給
与

等
に

関
す

る
法

律
）

6
1
,7
5
3

6
1
,7
5
3

─

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（感

染
症

法
：

感
染

症
結

核
）

5
,5
4
0

5
,5
4
0

─

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（生

活
保

護
法
）

2
,8
6
6
,4
0
8

2
,8
3
4
,4
9
0

3
1
,9
1
8

政
府
（戦

傷
病

者
特

別
援

護
法
）

2
2

─

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

更
生

医
療
）

7
6
,3
7
7

7
6
,3
3
2

4
5

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

育
成

医
療
）

5
,5
3
5

5
,5
3
5

0

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（児

童
福

祉
法
：

療
育

の
給

付
）

0
0

─

政
府
（原

子
爆

弾
被

爆
者

に
対

す
る

援
護

に
関

す
る

法
律
）

1
2
,5
8
7

1
2
,5
8
7

─

都
道

府
県

及
び

市
（精

神
保

健
及

び
精

神
障

害
者

福
祉

に
関

す
る

法
律
）

1
,1
4
3

1
,1
4
3

─

都
道

府
県

及
び

市
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

精
神

通
院

医
療
）

1
,2
7
4
,5
7
3

1
,2
7
4
,5
7
3

─

都
道

府
県
（麻

薬
及

び
向

精
神

薬
取

締
法
）

─
 

─
 

─

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（母

子
保

健
法
）

4
,5
4
4

4
,5
4
4

0

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

療
養

介
護

医
療
）

2
,7
3
7

2
,7
3
7

─

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（残

留
邦

人
支

援
法
）

1
2
,8
3
9

1
2
,7
4
6

9
3

市
町

村
及

び
特

別
区
（老

人
保

健
法
）

─
 

─
 

─

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（感

染
症

法
）

0
0

─

地
方

厚
生

局
（医

療
観

察
法
）

1
,7
2
0

1
,7
2
0

─

都
道

府
県
（肝

炎
治

療
特

別
促

進
事

業
及

び
肝

が
ん

・
重

度
肝

硬
変

治
療

研
究

促
進

事
業
）

1
1
,3
5
5

1
1
,2
9
2

6
2

政
府
（老

人
被

爆
）

─
 

─
 

─

都
道

府
県
（特

定
疾

患
等
）

2
3
,4
7
3

2
3
,4
6
1

1
2

都
道

府
県

及
び

市
（児

童
福

祉
法
：

小
児

慢
性
）

8
0
,4
2
1

8
0
,4
2
1

─

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（措

置
等

医
療
）

3
9
,7
8
7

3
9
,6
3
1

1
5
6

都
道

府
県

及
び

市
（難

病
の

患
者

に
対

す
る

医
療

等
に

関
す

る
法

律
）

3
2
8
,3
3
4

3
2
7
,1
1
8

1
,2
1
5

社
会

保
険

診
療

報
酬

支
払

基
金

（特
定

Ｂ
型

肝
炎

ウ
イ

ル
ス

感
染

者
給

付
金

等
の

支
給

に
関

す
る

特
別

措
置

法
）

1
,1
4
1

1
,1
4
1

─

独
立

行
政

法
人

環
境

再
生

保
全

機
構
（石

綿
に

よ
る

健
康

被
害

の
救

済
に

関
す

る
法

律
）

2
9
2

2
9
2

─

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（児

童
福

祉
法
：

肢
体

不
自

由
児

通
所

及
び

障
害

児
入

所
医

療
）

3
,2
3
0

3
,2
3
0

─

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（自

治
体

医
療
）

8
,8
1
2
,2
6
6

8
,7
5
0
,8
3
2

6
1
,4
3
4

合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計

7
1
,3
9
1
,0
1
4

7
1
,2
9
6
,0
7
3

9
4
,9
4
0

（
注
）
　
「
収
入
額
」
は
本
年
度
中
に
請
求
し
収
入
し
た
額
で
あ
る
。
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6　事業費収支状況

収　　　入 13,521,563,392 千円

支　　　払 13,263,512,049 千円

差　　　引 258,051,343 千円
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収
　
　
　
　
　
　
入

科
　
　
　
　
　
　
目

請
　
求
　
額

収
　
入
　
額

収
入
未
済
額

備
　
　
　
考

千
円

千
円

千
円

千
円

１
．
委

託
金

及
び

診
療

報
酬

収
入
　
　

1
3
,5
3
1
,1
3
0
,8
8
2

1
3
,2
7
0
,3
7
8
,6
9
1

2
6
0
,7
5
2
,1
9
1

2
4
3
,6
8
3
,1
1
2

　
１
．
委

託
金

収
入
　

5
7
6
,3
0
9

5
7
6
,3
0
9

─
─

　
　
１
．
共

済
組

合
委

託
金

収
入

△
 
1
4
,1
8
6

△
 
1
4
,1
8
6

─
─

　
　
２
．
健

保
組

合
委

託
金

収
入

5
9
0
,4
9
5

5
9
0
,4
9
5

─
─

　
２
．
診

療
報

酬
収

入
　

1
3
,5
3
0
,5
5
4
,5
7
3

1
3
,2
6
9
,8
0
2
,3
8
2

2
6
0
,7
5
2
,1
9
1

2
4
3
,6
8
3
,1
1
2

　
　
１
．
協

会
け

ん
ぽ

診
療

報
酬

収
入

5
,9
6
2
,3
3
8
,1
7
2

5
,7
1
2
,8
8
8
,1
7
2

2
4
9
,4
5
0
,0
0
0

2
3
2
,5
5
4
,0
0
0

　
　
２
．
船

員
保

険
診

療
報

酬
収

入
1
9
,8
6
8
,3
5
2

1
9
,0
4
7
,3
5
2

8
2
1
,0
0
0

7
9
2
,0
0
0

　
　
３
．
共

済
組

合
診

療
報

酬
収

入
1
,0
3
4
,4
3
5
,4
6
2

1
,0
3
4
,4
3
5
,4
6
2

─
─

　
　
４
．
健

保
組

合
診

療
報

酬
収

入
3
,5
4
6
,3
7
3
,3
7
4

3
,5
4
6
,0
8
5
,9
9
5

2
8
7
,3
7
9

2
8
8
,0
7
9

　
　
５
．
自

衛
官

等
診

療
報

酬
収

入
1
1
,9
2
5
,9
8
5

1
1
,9
2
5
,9
8
5

─
─

　
　
６
．
感

染
症

結
核

診
療

報
酬

収
入

1
,9
8
8
,4
4
8

1
,9
8
3
,2
3
2

5
,2
1
5

1
,0
8
8

　
　
７
．
生

活
保

護
診

療
報

酬
収

入
1
,7
8
6
,4
5
2
,6
3
9

1
,7
8
6
,1
3
6
,6
3
2

3
1
6
,0
0
7

2
9
5
,9
2
5

　
　
８
．
戦

傷
病

者
診

療
報

酬
収

入
1
6
5

1
6
5

─
─

　
　
９
．

自
立
支
援
更
生
医
療
診
療
報
酬
収
入

1
6
3
,4
6
9
,6
8
5

1
6
3
,4
1
1
,9
6
4

5
7
,7
2
0

1
2
,3
6
4

　
　
1
0
．

自
立
支
援
育
成
医
療
診
療
報
酬
収
入

1
,5
0
6
,9
0
2

1
,5
0
4
,7
4
6

2
,1
5
6

3
2
1

　
　
1
1
．

児
童
福
祉
療
育
給
付
診
療
報
酬
収
入

8
9
8

8
9
8

─
─

　
　
1
2
．
原

爆
医

療
診

療
報

酬
収

入
4
,9
2
8
,4
2
9

4
,9
2
8
,4
2
9

─
─

　
　
1
3
．
精

神
保

健
診

療
報

酬
収

入
5
,4
8
4
,1
2
3

5
,4
8
4
,1
2
3

─
1
,7
3
4

　
　
1
4
．

自
立
支
援
精
神
通
院
医
療
診
療
報
酬
収
入

1
9
8
,3
7
7
,3
2
0

1
9
8
,3
7
7
,3
2
0

─
─

　
　
1
5
．
麻

薬
取

締
診

療
報

酬
収

入
─

─
─

─
　
　
1
6
．
母

子
保

健
診

療
報

酬
収

入
6
,9
8
6
,5
1
4

6
,9
8
5
,1
8
2

1
,3
3
2

1
,0
7
2

　
　
1
7
．

自
立
支
援
療
養
介
護
医
療
診
療
報
酬
収
入

4
,0
0
4
,7
5
8

4
,0
0
4
,1
9
6

5
6
2

7
0
7

　
　
1
8
．
中

国
残

留
診

療
報

酬
収

入
6
,0
5
5
,3
6
3

6
,0
5
5
,3
6
3

─
─

　
　
1
9
．
老

人
保

健
診

療
報

酬
収

入
─

─
─

─
　
　
2
0
．
感

染
症

診
療

報
酬

収
入

4
9

4
9

─
─

　
　
2
1
．
医

療
観

察
診

療
報

酬
収

入
1
5
,8
3
2
,6
4
9

1
5
,8
3
2
,6
4
9

─
─

　
　
2
2
．
肝

炎
等

診
療

報
酬

収
入

4
,1
6
4
,3
5
9

4
,1
6
4
,2
5
4

1
0
5

─
　
　
2
3
．
特

例
高

齢
者

診
療

報
酬

収
入

9
6
,3
1
3

9
6
,3
1
3

─
─

　
　
2
4
．
老

人
被

爆
診

療
報

酬
収

入
─

─
─

─
　
　
2
5
．
特

定
疾

患
等

診
療

報
酬

収
入

2
,1
4
3
,8
0
5

2
,1
4
3
,8
0
5

0
3
3
3

　
　
2
6
．
小

児
慢

性
診

療
報

酬
収

入
2
5
,7
6
0
,1
6
5

2
5
,7
6
0
,1
6
5

─
─

　
　
2
7
．
措

置
等

医
療

診
療

報
酬

収
入

1
1
,1
1
6
,6
6
7

1
1
,1
1
6
,6
6
7

─
3
0
1

　
　
2
8
．
難

病
医

療
診

療
報

酬
収

入
9
9
,4
9
1
,6
5
9

9
9
,4
9
1
,6
5
9

─
─

　
　
2
9
．
特

定
Ｂ

型
肝

炎
診

療
報

酬
収

入
7
9
,9
1
8

7
9
,9
1
8

─
─

　
　
3
0
．
石

綿
救

済
診

療
報

酬
収

入
1
5
9
,3
3
8

1
5
9
,3
3
8

─
─

　
　
3
1
．

児
童

福
祉

障
害

児
入

所
医

療
等

診
療

報
酬

収
入

3
,4
5
1
,7
3
8

3
,4
5
1
,7
2
2

1
5

7
　
　
3
2
．
自

治
体

医
療

診
療

報
酬

収
入

2
9
1
,9
2
9
,8
7
0

2
9
1
,9
2
8
,9
6
7

9
0
2

5
1
0

　
　
3
3
．
出

産
育

児
一

時
金

等
収

入
3
2
2
,1
3
1
,4
4
1

3
1
2
,3
2
1
,6
4
7

9
,8
0
9
,7
9
3

9
,7
3
4
,6
6
6

２
．
前

年
度

繰
越

金
　
　

2
3
8
,7
8
3
,6
6
7

2
3
8
,7
8
3
,6
6
7

─
─

　
１
．
委

託
金

繰
越

金
　

5
5
,5
2
2
,1
2
6

5
5
,5
2
2
,1
2
6

─
─

　
　
１
．
共

済
組

合
委

託
金

繰
越

金
1
2
,9
4
8
,7
8
7

1
2
,9
4
8
,7
8
7

─
─

　
　
２
．
健

保
組

合
委

託
金

繰
越

金
4
2
,5
7
3
,3
3
9

4
2
,5
7
3
,3
3
9

─
─

　
２
．
診

療
報

酬
繰

越
金
　

1
8
3
,2
6
1
,5
4
1

1
8
3
,2
6
1
,5
4
1

─
─

３
．
事

務
費

補
填

受
入

金
　
　

─
─

─
─

　
１
．
事

務
費

か
ら

の
補

填
受

入
金
　

─
─

─
─

計
1
3
,7
6
9
,9
1
4
,5
5
0

1
3
,5
0
9
,1
6
2
,3
5
8

2
6
0
,7
5
2
,1
9
1

2
4
3
,6
8
3
,1
1
2

仮
　
　
受
　
　
金

─
1
2
,4
0
1
,0
3
3

─
─

　
１
．
一

般
仮

受
金
　

─
9
5
,9
9
9

─
─

　
２
．
負

担
金

等
仮

受
金
　

─
─

─
─

　
３
．
源

泉
徴

収
税

額
　

─
1
2
,3
0
5
,0
3
4

─
─

収
　
　
入
　
　
合
　
　
計

─
1
3
,5
2
1
,5
6
3
,3
9
2

─
─

（
注
）
１
．
委
託
金
及
び
診
療
報
酬
収
入
は
、
「
４
管
掌
別
診
療
報
酬
収
入
状
況
」
と
同
じ
で
あ
る
。

　
　
 
２
．
委
託
金
及
び
診
療
報
酬
収
入
の
請
求
額
に
は
、
前
年
度
収
入
未
済
額
が
含
ま
れ
て
い
る
。
な
お
、
当
該
額
は
備
考
欄
に
付
記
し
た
額
で
あ
る
。

　
　
 
３
．
源
泉
徴
収
税
額
は
、
所
得
税
源
泉
徴
収
額
の
う
ち
未
納
付
額
で
あ
る
。
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支
　
　
　
　
　
　
払

科
　
　
　
　
　
　
　
目

支
払
確
定
額

支
　
払
　
額

支
払
未
済
額

備
　
　
　
考

千
円

千
円

千
円

千
円

１
．
診

療
報

酬
支

払
　

1
3
,2
7
6
,7
5
3
,0
4
5

1
3
,2
6
3
,5
1
2
,0
4
9

1
3
,2
4
0
,9
9
6

1
3
,1
5
9
,8
4
9

　
１
．
協

会
け

ん
ぽ

診
療

報
酬

支
払

5
,7
1
2
,9
5
1
,5
1
0

5
,7
1
2
,8
9
3
,1
2
3

5
8
,3
8
7

5
9
,2
8
2

　
２
．
船

員
保

険
診

療
報

酬
支

払
1
9
,0
4
7
,4
7
6

1
9
,0
4
7
,3
7
2

1
0
4

1
2
0

　
３
．
共

済
組

合
診

療
報

酬
支

払
1
,0
3
4
,4
2
3
,5
3
2

1
,0
3
4
,4
0
9
,7
0
4

1
3
,8
2
8

1
0
,0
5
3

　
４
．
健

保
組

合
診

療
報

酬
支

払
3
,5
4
6
,1
0
2
,6
1
8

3
,5
4
6
,0
8
1
,8
9
4

2
0
,7
2
4

3
2
,4
2
2

　
５
．
自

衛
官

等
診

療
報

酬
支

払
1
1
,9
3
5
,0
1
1

1
1
,9
3
4
,8
6
6

1
4
4

2
0
6

　
６
．
感

染
症

結
核

診
療

報
酬

支
払

2
,0
0
7
,6
4
9

2
,0
0
7
,6
4
9

△
 
0

1

　
７
．
生

活
保

護
診

療
報

酬
支

払
1
,7
8
0
,8
8
9
,4
3
3

1
,7
8
0
,8
6
8
,0
8
3

2
1
,3
4
9

1
7
,6
2
5

　
８
．
戦

傷
病

者
診

療
報

酬
支

払
1
6
5

1
6
5

─
─

　
９
．

自
立

支
援

更
生

医
療

診
療

報
酬

支
払

1
6
3
,4
5
9
,3
3
6

1
6
3
,4
5
8
,9
9
2

3
4
4

2
0
2

　
1
0
．

自
立

支
援

育
成

医
療

診
療

報
酬

支
払

1
,5
0
9
,6
1
3

1
,5
0
9
,6
1
3

─
─

　
1
1
．

児
童

福
祉

療
育

給
付

診
療

報
酬

支
払

8
6
2

8
6
2

─
─

　
1
2
．
原

爆
医

療
診

療
報

酬
支

払
4
,9
2
8
,5
1
5

4
,9
2
8
,5
1
2

2
2
1

　
1
3
．
精

神
保

健
診

療
報

酬
支

払
5
,4
5
0
,7
0
9

5
,4
5
0
,7
0
9

─
─

　
1
4
．

自
立

支
援

精
神

通
院

医
療

診
療

報
酬

支
払

1
9
8
,1
8
0
,2
9
4

1
9
8
,1
7
9
,9
1
0

3
8
4

1
,1
1
2

　
1
5
．
麻

薬
取

締
診

療
報

酬
支

払
─

─
─

─

　
1
6
．
母

子
保

健
診

療
報

酬
支

払
7
,0
0
8
,3
7
1

7
,0
0
8
,3
7
1

─
─

　
1
7
．

自
立

支
援

療
養

介
護

医
療

診
療

報
酬

支
払

4
,0
0
2
,2
0
5

4
,0
0
2
,2
0
5

─
─

　
1
8
．
中

国
残

留
診

療
報

酬
支

払
6
,0
5
1
,0
8
8

6
,0
5
1
,0
9
1

△
 
3

3
7

　
1
9
．
老

人
保

健
診

療
報

酬
支

払
△
 
8
7
6

△
 
8
7
6

─
△
 
4
9

　
2
0
．
感

染
症

診
療

報
酬

支
払

4
9

4
9

─
─

　
2
1
．
医

療
観

察
診

療
報

酬
支

払
1
5
,8
3
2
,6
2
8

1
5
,8
3
2
,6
2
8

─
1
2

　
2
2
．
肝

炎
等

診
療

報
酬

支
払

4
,1
8
6
,5
5
0

4
,1
8
6
,5
5
0

─
─

　
2
3
．
特

例
高

齢
者

診
療

報
酬

支
払

9
6
,2
9
8

9
6
,3
5
6

△
 
5
7

△
 
1
4

　
2
4
．
老

人
被

爆
診

療
報

酬
支

払
─

─
─

─

　
2
5
．
特

定
疾

患
等

診
療

報
酬

支
払

2
,1
4
2
,9
7
2

2
,1
4
2
,9
9
9

△
 
2
6

△
 
1
1

　
2
6
．
小

児
慢

性
診

療
報

酬
支

払
2
5
,7
5
8
,9
6
5

2
5
,7
5
8
,9
3
9

2
6

2
5
8

　
2
7
．
措

置
等

医
療

診
療

報
酬

支
払

1
1
,0
4
2
,4
1
7

1
1
,0
4
2
,4
0
7

9
5
,1
5
0

　
2
8
．
難

病
医

療
診

療
報

酬
支

払
9
8
,7
9
7
,8
1
3

9
8
,7
9
4
,5
5
2

3
,2
6
0

8
,5
0
8

　
2
9
．
特

定
Ｂ

型
肝

炎
診

療
報

酬
支

払
7
9
,8
4
7

7
9
,8
4
7

─
─

　
3
0
．
石

綿
救

済
診

療
報

酬
支

払
1
5
9
,2
4
1

1
5
9
,2
4
1

─
─

　
3
1
．

児
童
福
祉
障
害
児
入
所
医
療
等
診
療
報
酬
支
払

3
,4
6
1
,4
0
0

3
,4
6
1
,4
0
0

─
─

　
3
2
．
自

治
体

医
療

診
療

報
酬

支
払

2
9
1
,8
2
8
,9
0
2

2
9
1
,8
2
5
,6
8
2

3
,2
1
9

3
,2
4
6

　
3
3
．
出

産
育

児
一

時
金

等
支

払
3
2
5
,4
1
8
,4
3
7

3
1
2
,2
9
9
,1
3
9

1
3
,1
1
9
,2
9
7

1
3
,0
2
1
,6
6
2

２
．
事

務
費

補
填

受
入

金
払

出
　

─
─

─
─

　
１
．
事

務
費

か
ら

の
補

填
受

入
金

払
出

─
─

─
─

支
　
　
払
　
　
合
　
　
計

1
3
,2
7
6
,7
5
3
,0
4
5

1
3
,2
6
3
,5
1
2
,0
4
9

1
3
,2
4
0
,9
9
6

1
3
,1
5
9
,8
4
9

（
注
）
１
．
診
療
報
酬
支
払
は
、
「
３
管
掌
別
診
療
報
酬
支
払
状
況
」
と
同
じ
で
あ
る
。

　
　
 
２
．
診
療
報
酬
支
払
の
支
払
確
定
額
に
は
、
前
年
度
支
払
未
済
額
が
含
ま
れ
て
い
る
。
な
お
、
当
該
額
は
備
考
欄
に
付
記
し
た
額
で
あ
る
。
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７　令和元事業年度における事業の実施状況

第１　令和元事業年度における事業の概況

�〇�　社会保険診療報酬支払基金（以下「支払基金」という。）は、設立以来、「適正な審査」
と「迅速な支払」を通じ日本の医療保険制度を支えることを基本理念に掲げ、取り組んで
きた。近年は請求レセプトのほぼ全てが電子化され、全国統一的なコンピュータチェック
が実施できるようになる等、支払基金は、ＩＣＴを活用し効率的な事業運営と業務品質の
向上を追求することが求められている。

〇�　こうした中、支払基金は、平成 29年 7月、厚生労働省とともに「支払基金業務効率化・
高度化計画・工程表」を策定、さらに、平成 30年 3月には「審査支払機関改革における
支払基金での今後の取組」を公表し、これらに沿って改革に取り組んできた。

○�　令和元年 5月に、各都道府県の支部必置規定を廃止し、支部の有する権限を本部に集約
すること等を内容とする支払基金法の改正を盛り込んだ「医療保険制度の適正かつ効率的
な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律（令和元年法律第 9号）」が成立
した。このことから、支払基金自らが、審査事務の集約化を責任をもって着実に進めてい
くため、「審査事務集約化計画工程表」を策定し、令和 2年 3月に公表した。

〇�　令和元年度の事業運営においては、この法改正により令和 4年 10 月に職員によるレセ
プト事務点検業務の実施場所が全国 14か所の審査事務センターに集約されること並びに
引き続き各都道府県に審査委員会が設置されることを念頭に、審査プロセスの効率化・高
度化の推進や審査結果の不合理な差異の解消に向けた審査支払新システムの開発及び審査
基準の統一化等について取り組んだ。

○�　また、当該法に理念規定として位置づけられた「適正なレセプトの提出に向けた保険医
療機関等への支援」のため、保険医療機関等への審査結果理由の明確化について重点的に
取り組んだ。

〇�　一方で、令和 3年 9月に審査支払新システムが稼働するまでの間、継続することとなる
現行の業務処理体制の下においても、「現行業務運営の品質維持・向上に関する取組」を
着実に実施した。
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○�　平成 31年度介護納付金に係る基礎数値の算定誤りに対する再発防止策として、平成 31
年 4月に法令等遵守に取り組む体制等を定めた内部統制に関する基本方針を策定し、リス
ク管理委員会を設置した。

第２　業務効率化・高度化計画に係る取組

�　令和元年度においては「業務効率化・高度化計画」に掲げる項目に関し、「審査支払機関
改革における支払基金での今後の取組」に則り、着実な実施を図ったところであり、主な取
組に係る実施状況は以下のとおりである。

１　審査プロセスの効率化・高度化の推進
　⑴　審査支払新システムの構築
　　�　審査支払新システムについて、業務単位（「受付」・「審査」・「支払」）にモジュール化
した柔軟なシステム構築の実現及びベンダーロックイン※の排除を目的とした、一般競
争入札（総合評価落札方式）による業務単位の分離調達を実施し、「審査」及び「支払」
業務の開発事業者を決定の上、開発スケジュールに則った設計及び開発を進めた。

　　�　なお、「受付」業務については、平成 30年度に開発事業者を決定し、設計まで了して
おり、令和元年度は開発を進めた。

　　�　システム基盤・運用設計については、サーバ機器等のクラウド化及び医療事務電算ク
ライアントＰＣのシンクライアント化等の要件定義及び設計を進めた。

　　�　また、ＡＩを活用して人による審査を必要とするレセプトと必要としないレセプトへ
の振分け等を行う機能導入の検討を行い、実装に向け開発を進めた。

　　※�　ベンダーロックイン：ある特定のメーカや販売会社がユーザを自社製品で囲いこむこと。

　⑵　コンピュータチェックに適したレセプト様式の見直し等
　　�　レセプト摘要欄の記載項目については、コンピュータによるチェックが可能となるこ
とを目的に、厚生労働省と連携を図りつつ、令和元年度において、次のとおり取り組んだ。

　　ア　選択式記載項目に対するコンピュータチェックの対応
　　　�　平成 30年度診療報酬改定において選択式記載項目として措置された 124 項目 538

コード※のうちコンピュータチェックが未実施となっている 174 コードの中から、コ
ンピュータチェックが可能な 66コードについて検討を行い、効果があると判断した
30コードについて新たにコンピュータチェックを実施した。

　　　※�　コード：選択式記載に対応したコメントとして設定されているレセプト電算処理システム用コード

　　イ　選択式記載項目の拡充に向けた対応
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　　　�　選択式記載項目が措置されていない項目については、コンピュータチェックが可能
なものを精査の上、厚生労働省に要請した結果、令和 2年度の診療報酬改定における
レセプト摘要欄の記載項目 617 項目のうち 587 項目 2,148 コード（95.1%）が選択
式記載項目として措置された。

（コンピュータチェックの状況）

平成30年度
（実績）

令和元年度

目　標 実　績

選択項目数/全項目数 124/562
（22.1％）

438項目検討
厚生労働省に要請

587/617
（95.1％）

CCコード数※
/選択式コード数

364/538
（67.7％）

430/538
（80.0％）

394/538
（73.2％）

※　CC：コンピュータチェックを略したもの

　⑶　コンピュータチェックルールの公開
　　�　審査の透明性の更なる向上に努め、保険医療機関等からの適正なレセプト提出の促進
及び支払基金における審査業務の効率化につなげることを目的として、平成 29年度に
約 8万 6千事例のコンピュータチェックを支払基金ホームページで公開した。

　　�　令和元年度においては、平成30年度診療報酬改定に伴う整備として、新規8,226事例、
変更 155 事例、廃止 7,464 事例の合計 15,845 事例を更新、また、前回更新時（平成 31
年 1月）に廃止の取扱いとした 11,678 事例を削除した上で、令和元年 11月に 86,362
事例を支払基金ホームページで公開した。

　　�　公開済みのコンピュータチェックについて、公開後 9か月分の実施状況を検証した結
果、請求状況に変化はなく、公開の影響は見られなかった。これは、公開している事例
の 9割が告示・通知等に基づく算定ルールであり ､保険医療機関等において既にチェッ
クが行われていたためと考えられる。

　　�　また、現在の公開データは、保険医療機関等において活用しにくいとの意見が多数あっ
たことから、ニーズ調査を実施した上で、チェック条件について保険医療機関等のチェッ
クソフトや電子カルテ等に取り込み可能な公開形式の検討を進めた。
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（コンピュータチェック公開の状況）

平成30年度末
（実績）

令和元年11月
（実績）

公
開
数

類型数※1 865 978

事例数※2 89,814 86,362

※ 1　類型数：コンピュータチェックルール数。
※ 2　事例数：�診療行為、医薬品及び特定保険医療材料とチェックの組合せ数（レコード数）。

　⑷　審査結果理由の明確化
　　�　原審査における審査結果理由（査定）の記載については、保険医療機関等からの適正
なレセプト提出の促進に向け、レセプト電算処理システムの機能改善を図り記載割合の
向上に努めた結果、令和元年度の記載割合 90％の数値目標に対して、令和 2年 3月審
査において 96.6％を達成した。

　　�　さらに、より分かりやすい表現となるよう査定根拠等を明確に記載するなど記載内容
の充実に努めた。

　　�　また、再審査における審査結果理由（原審どおり）の記載については、レセプト電算
処理再審査システムと電子審査録システムとの連携機能を活用し記載割合の向上に努め
た結果、令和元年度の記載割合 70％の数値目標に対して、目標を大きく上回り、最終的
に令和 2年 3月審査において 90.4％を達成するとともに、事例ごとの根拠の明確化を
図り記載内容の充実に努めた。

　　�　なお、保険者からの再々審査の請求状況を確認した結果、再審査における原審どおり
理由が記載されていない事例について請求率が高い状況であったことから、引き続き審
査結果理由の記載の徹底に取り組んでいる。

（審査結果理由（査定・原審どおり）の記載割合）

医科・歯科・調剤計 平成30年11月
（実績）

令和元年度

目　標 令和2年3月
（実績）

原審査
（査定理由） 82.4% 90％ 96.6%

再審査
（原審どおり理由） 64.5% 70％ 90.4%

※　返戻については、従前より記載割合 100％



─ 18─

　⑸　請求前の段階でレセプトのエラーを修正する仕組みの導入
　　�　オンライン請求システムにおけるＡＳＰチェックの拡充と範囲について、保険医療機
関等に対するニーズ調査を実施した。その結果を踏まえ、令和 3年 9月の審査支払新シ
ステムの稼働に合わせ、公開されたコンピュータチェック（電子点数表、チェックマス
タ及び本部点検条件）をＡＳＰに搭載するための検討・開発を進めた。

２　より公平な審査の実現に向けた審査基準の統一化
　⑴　既存のコンピュータチェックルールの見直し
　　�　審査の質の向上を図りつつ、審査結果の見える化により、コンピュータチェックルー
ルの明確化・統一化やコンピュータにより貼付される付箋数の大幅な減少を目的として、
平成 30年 4月に策定した取扱基準に基づく整理を実施した結果、既存の支部点検条件
は、平成 29年 10 月時点の約 14万 1千件から、直近の令和 2年 1月時点で約 2万 2千
件まで減少した。

　　�　今後、これら取組を継続することで、令和 2年 9月には 1万 2千件に減少させること
を目標とし、令和 3年 9月の審査支払新システム稼働時には、既存の支部点検条件は、
全て本部コンピュータチェックに取り込む又は廃止する予定としている。

（既存の支部点検条件の整理）

区　分 平成29年10月 平成30年9月 令和元年6月 令和2年1月
審査支払
新システム
稼働時

支部点検条件
事例数

（削減率（％））

141,384
（－）

72,707
（48.6％）

41,970
（70.3％）

21,715
（84.6％）

既存事例の
整理を完了
（100.0％）

　⑵　審査基準の統一化
　　�　審査結果の不合理な差異の解消を図り、併せて審査の透明性を図るため、統一した審
査基準を策定し、コンピュータチェックに反映させるとともに、ホームページ等で公表
することとしており、令和元年度については、次のとおり実施した。

　　ア　統一した審査基準の策定及び公表の促進
　　　�　審査取扱い状況の分析結果により審査取扱いが概ね一致した事例について、「審査

の一般的な取扱いに関する検討委員会」等で検討を行い、令和元年度は 53事例を策
定し、支払基金と国民健康保険中央会において同じ取扱いとされた 5事例について、
公表に向けて調整中である。

　　　�　なお、残りの事例については、国民健康保険中央会と取扱いについて調整中であり、
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引き続き連携していく。
　　　�　審査情報提供事例については、厚生労働省から検討依頼された医薬品の適応外使用

で 13事例、支部間の取扱いに差異があると考えられる事例のうち、審査の取扱いが
概ね一致した診療行為で 6事例（医科 2事例、歯科 4事例）をそれぞれ支払基金ホー
ムページで公表した。

　　　�　また、今後の審査事務の集約化を見据え、審査委員長等ブロック会議を定例的に実
施し、審査結果の不合理な差異の解消を目的に審査基準の統一化に係るブロックの検
討体制について協議した。

　　イ　審査の機能強化に向けた取組
　　　�　審査委員会機能の強化の方策として、従前から実施している専門分野別ワーキング

グループによる、事例に対する医学的見解の作成や他支部専門医の審査委員のコンサ
ルティングによる適正な審査を行うなど、審査結果の不合理な差異解消を図るための
取組を実施した。

　　ウ　自動的なレポーティング機能の導入
　　　�　令和 3年 9月の審査支払新システム稼働時の実装に向け、機能の要件定義の検討を

進めた。
　　　�　具体的には、レポーティング機能により、審査の一般的な取扱い事例※1、中央検討

委員会における継続検討事例※2、多くの付箋がつくコンピュータチェックにおける
審査結果の差異などについて見える化を図ることを検討した。

　　　※１�　審査の一般的な取扱い事例：本部に設置している「審査の一般的な取扱いに関する検討委員会」
で協議の上、全国で審査基準を統一した事例

　　　※２�　中央検討委員会における継続検討事例：審査結果の不合理な差異解消を目的に各地区から提出さ
れた事例を検討する「中央検討委員会」において取扱いが収斂されず継続検討することとされた事

例

　⑶　審査委員会の在り方の見直し
　　�　専門医の少ない地域における特定の診療科のレセプトの適正な審査に資するため、
ウェブ会議方式を活用し、3支部（計 10事例）の審査照会を実施した。

　　�　また、平成 30年度に行った調査研究結果を踏まえ、審査委員の柔軟な勤務形態を可
能とするサテライト方式による審査の実施方法等について検討を行った。

　⑷　本部審査の拡大等
　　�　本部における特別審査委員会の対象レセプトについて、平成 30年 11 月審査以降、40
万点から 38万点へ引下げたこと及び請求点数に関わらず肺移植、心移植、肝移植に係
る手術を含む専門性が高いレセプトを拡大したことに伴い専門性の高いレセプトの査定
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点数が増加していることから、審査事務集約後の審査事務センターと特別審査委員会の
役割を踏まえた本部審査の更なる拡大についても検討を進めている。

　　�　また、再審査は原審査と異なる医師が行う仕組み、再々審査は本部としての意見を表
明し、該当支部における審査決定に活かす方式について、令和 2年度の実施に向け検討
を進め、令和 2年 4月受付分より運用を開始する。

３　支部組織の集約化など、組織の在り方の見直し
　⑴　支部組織の見直し
　　�　令和元年 5月の改正支払基金法が成立したことを受け、審査事務集約後の組織の見直
し等をはじめとする、「審査事務集約化計画工程表」を令和 2年 3月に公表した。

　　�　当該工程表では、ＡＩによるレセプト振分け機能の実装・精緻化、また、自動レポーティ
ング機能を実装して都道府県間の審査の差異について見える化を図るため、ＩＣＴを最
大限活用した「審査支払新システム」の構築を実施する。

　　�　また、集約後の既存業務の棚卸しを徹底的に行い、無駄な業務の廃止等による効率化
を図るため「業務の棚卸し」を実施する。

　　�　この二本の柱を確実に実施し、令和4年10月に、中核審査事務センターを全国6か所、
一般の審査事務センターを全国 4か所、審査事務センター分室を全国 4か所の各拠点に
設置し、審査事務を集約していくこととする。

　⑵　人員体制のスリム化と高度化
　　�　「支払基金業務効率化・高度化計画・工程表」に示した「支払基金の人員体制のスリ
ム化と高度化」を進めるに当たり、令和元年度の職員定員は、前年度から73人減の4,207
人とした。

　　�　なお、令和 2年度の職員定員は令和元年度から 94人減の 4,113 人とする。
　　�　採用・配置・トラック別のキャリアパス等のタレントマネジメント、等級、報酬の新
たな人事制度については審査事務集約に向けて現在も検討を進めている。

　　�　人事評価制度については、新たに令和元年前期の評価結果から納得性を高め、客観的
な事実に基づくフィードバック面談を実施している。

４　その他の取組
　⑴　手数料体系の見直し
　　�　令和 2年 1月から 3月までの間にかけて、保険者団体に対して、レセプトの振分け機
能導入による医科・歯科レセプトの「簡素なコンピュータチェックで完結するレセプト」
を対象とした新たな手数料体系に対する現在の考え方を説明し、意見交換を開始した。
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　⑵　業務棚卸等による効率化の推進
　　ア　オンラインによる再審査請求の促進等
　　　�　オンラインによる再審査請求を実施していない保険者等のうち、122 保険者等へ個

別訪問懇談等を実施し協力要請を行った。
　　　�　また、共済組合団体へ訪問懇談を実施し、各団体の現状を説明の上、オンライン請

求への協力要請を行った。
　　　�　さらに、オンラインによる再審査請求を実施していない健保組合を対象とした保険

者団体主催の「オンラインによる再審査等請求推進にかかる説明会」（大阪会場：
167 組合、東京会場：373 組合参加）において、関係者に対する働きかけを実施した。

　　　�　なお、令和元年度においては新たに 91の健保組合、全体で 384 健保組合がオンラ
インによる再審査請求の体制を整えた。

　　　�　また、文字認識技術を活用した電子化（ＣＳＶ）の検討については、調査委託業者
が独自に開発したＡＩベースの「文字認識エンジン」を用いて、ＡＩで完結できる人
手を要しないレセプトの電子化（ＣＳＶ）の調査を実施した。

＜保険者等からのオンラインによる再審査等処理件数割合＞
（令和 2年 3月処理分（医科・歯科））

再審査等処理件数
オンライン

件数（再掲） 割　合

合 　 　 計 909,653 661,495 72.7％

協会けんぽ 300,723 266,921 88.8％

共 済 組 合 114,508 85,096 74.3％

健 保 組 合 387,087 222,128 57.4％

公費実施機関 107,335 87,350 81.4％

※　処理件数には、資格返戻分及び事務返戻分を含む。

　　イ　業務処理の標準化
　　　�　審査事務集約を見据え、業務処理手順については、令和元年 10月処理から標準化

を図り、令和 2年 2月に全支部統一的な業務処理工程・手順のための業務処理標準マ
ニュアルを作成した。

　　　�　また、全支部共通の業務補助システム※を構築の上、業務処理標準マニュアルと併
せて令和 2年 2月にリリースを行い、令和 2年 4月処理から業務処理の標準化を図
ることとした。

　　　※　業務補助システム：業務処理標準マニュアルに基づいて構築した職員の業務を補助するツール群
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第３　適正なレセプト提出に向けた取組

　第２の「業務効率化・高度化計画に係る取組」に掲げる項目の着実な実施とともに、保険
医療機関等における適正な保険診療の確保への貢献及び支払基金における審査業務の効率化
の促進に資する取組として、以下の適正なレセプト提出に向けた保険医療機関等への支援及
び保険者からの再審査請求減少に係る方策を重点的に取り組んだ。
　また、この取組が適正なレセプト請求に与える効果を継続的に把握し検証していくことで、
更なる支援方策の充実につなげていくこととしている。

１　コンピュータチェックルールの公開（再掲）
　�　審査の透明性の更なる向上に努め、保険医療機関等からの適正なレセプト提出の促進及
び支払基金における審査業務の効率化につなげることを目的として、平成 29年度に約 8
万 6千事例のコンピュータチェックを支払基金ホームページで公開した。
　�　令和元年度においては、平成 30年度診療報酬改定に伴う整備として、新規 8,226 事例、
変更 155 事例、廃止 7,464 事例の合計 15,845 事例を更新、また、前回更新時（平成 31
年 1月）に廃止の取扱いとした 11,678 事例を削除した上で、令和元年 11月に 86,362 事
例を支払基金ホームページで公開した。
　�　公開済みのコンピュータチェックについて、公開後9か月分の実施状況を検証した結果、
請求状況に変化はなく、公開の影響は見られなかった。これは、公開している事例の 9割
が告示・通知等に基づく算定ルールであり ､保険医療機関等において既にチェックが行わ
れていたためと考えられる。
　�　また、現在の公開データは、保険医療機関等において活用しにくいとの意見が多数あっ
たことから、ニーズ調査を実施した上で、チェック条件について保険医療機関等のチェッ
クソフトや電子カルテ等に取り込み可能な公開形式の検討を進めた。

２　審査結果理由の明確化（再掲）
　�　原審査における審査結果理由（査定）の記載については、保険医療機関等からの適正な
レセプト提出の促進に向け、レセプト電算処理システムの機能改善を図り記載割合の向上
に努めた結果、令和元年度の記載割合 90％の数値目標に対して、令和 2年 3月審査にお
いて 96.6％を達成した。
　�　さらに、より分かりやすい表現となるよう査定根拠等を明確に記載するなど記載内容の
充実に努めた。
　�　また、再審査における審査結果理由（原審どおり）の記載については、レセプト電算処
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理再審査システムと電子審査録システムとの連携機能を活用し記載割合の向上に努めた結
果、令和元年度の記載割合 70％の数値目標に対して、目標を大きく上回り、最終的に令和
2年 3月審査において 90.4％を達成するとともに、事例ごとの根拠の明確化を図り記載内
容の充実に努めた。
　�　なお、保険者からの再々審査の請求状況を確認した結果、再審査における原審どおり理
由が記載されていない事例について請求率が高い状況であったことから、引き続き審査結
果理由の記載の徹底に取り組んでいる。

３　診療担当者団体等及び保険者、保険者団体との打合せ会等
　⑴　診療担当者団体等
　　�　適正なレセプト提出の促進のため、診療担当者団体で開催する説明会への参画や、診
療担当者団体の協力を受け、保険医療機関に対して説明会を開催し、誤った請求の多い
保険診療ルールや記載要領上の不備等について説明を行った。

　⑵　保険者及び保険者団体
　　�　保険者及び保険者団体との打合せ会及び説明会等を開催し、再審査申出において原審
どおりとなる事例を選定の上、その根拠となる保険診療ルールや医学的判断に関する説
明を積極的に実施した。理解が得られない場合は要因を特定の上、説明内容の改善を図
り改めて分かりやすい説明に努め、同様な事例の再審査請求の減少を図った。

　　�　また、年度目標とした保険者との打合せ会の実施回数については、令和 2年 3月時点
において 1支部当たり 24回実施し、数値目標とした 22回を達成することができた。

４　保険医療機関等への改善要請
　⑴　電話連絡、面接懇談等による改善要請
　　�　審査で発見した請求誤りについては、審査結果を通知し改善が見られない事例等は、
電話連絡、面接懇談等により改善要請を行うとともに、審査結果に係る照会等について
は、その根拠となる保険診療ルールや医学的判断に関する説明を行い、適正なレセプト
提出の促進に努めた。

　　�　令和元年度は、改善要請の取組に関する集計方法を見直し、審査委員による面接・訪
問懇談を 95回、職員による訪問・来所懇談を 518 回、審査委員会の指示による電話連
絡を 12,107 回及び文書連絡を 60,988 回実施した。

　　�　また、適正なレセプト提出の促進を図るため、算定ルールの誤りに対する改善要請に
ついて、電話連絡及び文書連絡の実施から改善されない場合の職員による訪問懇談の実
施等について検討し、全支部統一した実施プロセスの策定を行い、令和 2年度から全支
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部で試行的に実施することとした。

　⑵　広報誌及びホームページによる情報提供
　　�　厚生労働省の留意事項通知及び疑義解釈等に係る通知等について、随時、ホームペー
ジに掲載の上、情報提供を行った。

　　�　また、厚生労働省通知等に係る保険請求の基礎知識として、請求誤り事例を月刊基金
に毎月掲載した。

　　�　このほか、情報提供として経過措置医薬品をホームページに 2回、記載事項等の記載
方法に係る留意点を月刊基金に 1回掲載し、関係者に周知した。

５　数値目標の策定に向けた審査に関する取組効果の把握
　�　保険医療機関等への適正なレセプト提出の取組及び保険者との打合せ効果を定量的に分
析するための報告ツールを作成し、平成 30年 1月処理分以降の電話連絡、文書連絡及び
面接懇談の実施状況を集計し、取組前後の改善状況を検証した。その結果、審査委員によ
る改善要請を実施した場合は、職員による改善要請と比べて改善効果が高い傾向にあった
ことから、今後、職員による改善要請で効果が表れない場合には、審査委員が対応する仕
組みを検討した。

６　審査に関する苦情等相談窓口の対応
　�　審査に関する苦情等相談窓口に寄せられた審査に関する相談等については、令和元年度
中に 72事例（医科 63、歯科 8、調剤 1）を受け付けた。
　　また、令和元年度に 70事例（医科 67、歯科 2、調剤 1）について回答した。

７　未コード化傷病名の改善要請
　�　未コード化傷病名コードについては、使用が顕著に見受けられる保険医療機関等に対し
て、傷病名マスタに登録された傷病名コードを使用するよう、連絡文書による改善要請の
ほか、保険医療機関等への訪問懇談など、適宜、各支部から働きかけを行った。
　�　この結果、未コード化傷病名コードの使用状況は、平成31年1月請求分では医科で1.7％
であったが、令和 2年 1月請求分では 1.5％と 0.2 ポイント減少した。
　�　なお、厚生労働省とも連携を図りながら、傷病名コードの推進について、関係団体へ働
きかけを行った。

８　レセプト電算処理システムの整備と運用
　�　令和 2年度診療報酬改定において、診療報酬の審査支払の専門機関として蓄積されたノ
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ウハウを活かし、記録条件仕様、標準仕様及び基本マスタ等を厚生労働大臣の告示に沿っ
た整備を行い、保険医療機関等、保険者へ情報提供するとともに、電子レセプトにおける
日付情報の西暦化等に対応するレセプト電算処理システムの改修並びに令和 2年度診療
報酬改定に対応したＡＳＰの追加及び変更を行った。

９　電子点数表の作成及び公表
　�　診療報酬点数表等の改正事項について、厚生労働省と連携を密にし、医科電子点数表及
び歯科電子点数表に的確に反映、更新した。

第４　人材育成・組織強化に関する取組

　「第２　業務効率化・高度化計画に係る取組」及び「第３　適正なレセプト提出に向けた
取組」を支える重要な取組として、以下の審査・支払や保険診療に関する専門知識をもった
人材の育成に取り組むとともに、適正な保険診療の確保に総合的に貢献するため、支払基金
の保有する人材やノウハウを活用した業務の拡大や内部統制システムの整備に向けた組織強
化に取り組んだ。

１　ダイバーシティの推進
　�　職員の多様性を尊重し、職員一人ひとりが活躍・成長できる職場環境づくりを推進する
ため、次の方策に取り組んだ。
　⑴　障がい者雇用の推進
　　�　障がい者の雇用を継続して行い、法定雇用率 2.2％に対して令和元年 6月 1日時点で
雇用率 2.28％となった。

　　�　また、障がい者にとって働きやすい環境づくりとして、職員等が障害者職業生活相談
員の資格を取得し、障がい者の職場定着に向けた対応態勢を整備した。

　⑵　定年退職者の知識・能力・経験の活用
　　�　定年退職者の知識・能力・経験を活用し、審査事務や審査委員会の対応など職員と同
様の業務を実施することにより、業務品質の維持・向上を図った。

　　�　また、労務管理や人材育成等、定年退職者の知識等を活用できる職務での採用を行っ
た。

　⑶　女性活躍の推進
　　�　全国の女性職員の代表により女性活躍推進委員会を構成し、全国の女性職員の意識改
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革、支部や職域の枠を超えたネットワークの構築及び女性のキャリア形成とパフォーマ
ンスの向上を図るため、令和元年 7月に、「ワーク・ライフ・バランス」をテーマとし
た第 2回全国支払基金女性交流会を開催した。

　　�　また、全ての職員が働きやすい職場風土となるよう、育児・介護休業制度の理解に向
けた職員向けハンドブックを配布した。

　　�　なお、令和 2年度末までの管理職に占める女性の目標割合を 13％以上としており、令
和 2年 3月末時点においては、12.6％であった。

２　人材育成の推進
　�　新たに、本部の管理職を対象に職員の先頭に立って改革を推進していくリーダーを育成
するための研修及び支部職員を含めた中堅職員を対象に今後の支払基金を担っていく次世
代リーダーを育成するための研修を実施した。
　�　なお、階層別研修及び審査事務に関する研修については、業務遂行に必要な知識習得及
び審査事務能力の向上を図ることを目的に継続して実施した。
　　また、支部研修や自己啓発を支援する研修資料の提供を行った。
　⑴　職務能力に関する研修
　　�　職務ごとの使命と果たすべき役割を認識し、業務遂行に必要な知識の習得、事務処理
誤りの防止及び危機管理能力の向上を図ることを目的に階層別研修を実施した。

　⑵　審査事務に関する研修
　　�　従前のグループディスカッションに加え、審査結果の照会に対し分かりやすい説明が
行えるよう、実践に直結する新たな手法として、保険医療機関等からの照会等に対する
的確な応対方法のロールプレイをプログラムとして取り入れた。

　　�　また、審査事務に関する「理解度の把握」※の実施により、職員個々の得意・不得意
分野を把握し、その結果に応じた的確なフォローアップを実施した。

　　※�　審査事務に関する「理解度の把握」：算定ルールを主とした審査事務の着眼点に係るレセプト形式の演
習問題

　⑶　スキルアップに関する研修等
　　�　若手職員を対象としたビジネススキル研修、中堅職員を対象にリーダーシップの基礎
を中心とした研修及び本部の管理職を対象にマネジメントや説明力を向上させる研修を
実施した。

　　　また、eラーニング環境を職員へ提供し、自己啓発を支援した。
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３　支払基金の保有する人材やノウハウを活用した業務の拡大
　⑴　地方単独医療費助成事業に係る審査支払業務の拡大
　　�　令和元年度は 16都道県において 103 市区町村の地方単独医療費助成事業を新規受託
した。

　　�　特に、富山県（全 15市町村）及び奈良県（全 39市町村）については、県の全市町村
の主な 3事業（子ども医療、ひとり親及び重度心身障害者）等を受託した。

　　�　このことにより、令和元年度の受託件数は約1億4,493万件（対前年度比14.5%の増）、
令和 2年 3月現在における受託状況は、37都道府県の延べ 5,410 事業（全助成事業の
約 70%）となっている。

　⑵　柔道整復療養費等の審査支払業務の受託
　　�　審査支払業務の受託については、既に協会けんぽの都道府県支部に柔道整復療養費審
査委員会が設置されていること、柔道整復施術療養費支給申請書が紙媒体でありＩＣＴ
が活用できないこと等を踏まえ、合理性・効率性が乏しいと判断した。

　⑶　データ分析等に関する業務
　　�　令和元年 5月 22 日に「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険
法等の一部を改正する法律」が公布され、支払基金の業務に「診療報酬請求書及び特定
健康診査等に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資
する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務」が追加され
ることとなった。

　　�　令和 2年 10 月 1日以降、当該業務の実施が可能になることから、今後の業務内容、
スケジュール等について検討を進めた。

４　内部統制システムの整備
　�　平成 31年度介護納付金に係る基礎数値の算定誤りに対する再発防止策として、平成 31
年 4月に、法令等遵守に取り組む体制等を定めた内部統制に関する基本方針を策定した。
　�　また、基本方針に基づき、支払基金が業務を行う上で、内部統制の目的（財務報告の適
正の確保、業務の効率性の確保、コンプライアンス、資産の保全）を阻害するリスクの網
羅的な識別、評価及び対応を一元的に管理するため並びに緊急事態に対応するためにリス
ク管理委員会を設置した。
　�　令和元年 6月にコンプライアンスの強化に資するため内部通報規程を策定し、組織的又
は個人的な不正行為に関する通報を適切に処理するための仕組みを定め、7月に内部通報
窓口を設置した。
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　�　なお、介護納付金に係る基礎数値の算定誤りに伴う再発防止策に基づく過去数値の精査
の過程で発覚した諸係数の一部誤りについては、幹部までの迅速な情報伝達を行った上で、
支払基金ホームページで公表した。医療保険者へは、令和 2年度の介護納付金の額を当該
誤りにより生じた差額の加減算による対応を行った。

第５　現行業務運営の品質維持・向上に向けた取組

　業務効率化・高度化に向けた取組は令和 3年 9月の審査支払新システムの構築を基軸と
するものであり、新システム稼働までの間は現行の業務処理体制を継続することとなる。
　このため、現行の業務処理体制の下で改革の方向性を踏まえつつ、令和元年度においても
業務運営の品質維持・向上に関する取組を引き続き実施した。

１　請求支払業務
　⑴　診療報酬等の収納と迅速・適正な支払
　　�　診療報酬等の収納期日の周知文書を保険者等に送付するなど、納期内での収納に努め、
確実に支払資金を確保し、支払日どおり迅速・適正に保険医療機関等へ支払を行った。

　⑵　出産育児一時金等の請求支払
　　�　「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」に基づき請求支払業
務を行った。

　⑶　70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置の事務処理
　　�　平成 26 年 4月 1日以降新たに 70 歳になる被保険者等から段階的に一部負担金等の
割合を 2割とする取扱いが、平成 31年 3月 31 日をもって終了したことから、平成 31
年 2月、3月診療分及び月遅れ分について、「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担
金等の軽減特例措置実施要綱」に基づき高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金から保
険医療機関等へ支払を行った。

　２　事業運営に関する事項
　　⑴　元号変更に伴う対応
　　　�　保険者及び保険医療機関等へ提供している各種帳票及びシステム全般へ適用してい

る新元号の表記については、新元号公表後、速やかにシステム改修に着手し、遅滞な
く対応を了した。
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　⑵　医療保険者等向け中間サーバ等の運用
　　�　医療保険者等向け中間サーバ等について、保険者からの委託を受けて、社会保障・税
番号制度における情報照会・提供及び本人確認に関する事務並びに運用・保守業務を安
定的に実施した。

　⑶　医療費等の動向に関する分析
　　�　医科・歯科及び調剤の電子レセプトを対象に診療行為大分類ごとの 1日当たり点数
等を過去の年度と比較し、増減の要因を分析した。

　⑷　ＩＴガバナンスの確立
　　�　支払基金がＩＴを効果的に活用して継続的に良質なサービスを提供していくため、以
下の取組を行った。

　　ア　支払基金のＩＴ利活用に関するプロセス（企画・開発・保守・運用等）の標準化
　　　ア�　「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」により示された政府共通ルール

に基づき審査支払新システムの構築を実施するため、審査支払新システムに係るテ
スト全体方針を策定した。

　　　イ�　システム品質の継続的改善のため、システム障害の原因分析を行うとともに、再
発防止策の検証を実施した。本年度は障害分析プロセスの標準化を実施した。

　　　ウ�　システム刷新を控えた二重投資の抑制、システム規模増大の抑制を目的として、
予算要求段階で部門横断的にシステム開発の妥当性評価を実施した。

　　　エ�　システム開発に係る知識の向上を図るため、担当職員を対象とした研修を実施し
た。

　　イ�　ファンクションポイント法※等を用いた見積りによりシステム規模・工数等の妥当
性を検証し、システム開発時のコスト適正化を実施した。

　　　※�　ファンクションポイント法：システム規模を測定する手法の一つで、システム開発規模の算出根拠
として、システムの利用者視点で機能に着目し、それをポイント化して見積もる手法

　⑸　情報セキュリティの強化
　　　情報セキュリティの強化を図るため、次の対策を実施した。
　　ア　本部職員による支部情報セキュリティ検査を 4支部に行った。
　　イ　外部機関による情報セキュリティ監査を本部及び 6支部を対象に行った。
　　　　なお、監査結果において指摘された事項に対しては、改善対策を講じている。
　　ウ�　情報セキュリティに関する専門的な知識及び経験を有する者と顧問契約を締結し、

情報セキュリティ対策の強化及びインシデント発生時の対応について支援及び助言を
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受けるとともに、令和元年度に発生した受信メールの開封によるインシデント時の初
動対応に課題が見られたことから、より迅速かつ的確に対応するために情報セキュリ
ティアドバイザーがインシデント対応を一元管理する等のＣＳＩＲＴ体制
（Computer�Security�Incident�Response�Team）の強化及び「緊急時対応計画」等
の見直しを含む支払基金情報セキュリティポリシーの一部改正を行った。

　　エ�　情報セキュリティポリシーに関する問題集を作成し、全職員を対象に教育・訓練を
行った。

　　オ�　外部機関による研修を担当職員が受講し、インシデントの発生への対応力の強化を
図った。

　⑹　特定個人情報（個人番号）に係る管理
　　�　特定個人情報（個人番号）に係る管理については、「特定個人情報等の適正な取扱い
に関する基本方針」等に基づき外部監査を受けることにより取扱状況を確認し、委託先
については管理状況の実地検査を実施することにより、適正に取り扱われていることを
確認した。

　⑺　競争原理を働かせた調達
　　�　随意契約していた保守契約及び低価格帯の物品等の購入について、調達に係るチェッ
ク機能を強化し、多数の業者が参画できる競争入札により、保守費用等の適正化を図っ
た。

　⑻　保有宿舎の整理合理化
　　�　令和元年度売却対象物件である 8棟 22 戸について競争入札を行い、全ての物件につ
いて 7業者へ適正な価格による売却が完了した。

　　�　また、令和 2年度売却対象宿舎である 4棟 20 戸については、令和元年度末までに借
上宿舎への転居を完了したことにより、令和 2年度における売却を進める。

　⑼　予算及び決算におけるＰＤＣＡサイクル
　　�　令和元年度の予算執行において、請求支払システムに関する工数見直し等によるシス
テム維持管理経費の削減を図った。

　　�　また、令和 2年度予算編成については、削減したシステム維持管理経費に加え、育児
休業者分を給与諸費に反映するなど実績に基づいた予算編成を行った。

３　組織運営等に関する事項
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　⑴　災害発生時の事業の継続に関する取組
　　�　非常災害が発生した場合の災害対応態勢として、首都直下型地震など本部機能が停止
する災害を想定した事業継続計画や、南海トラフなど広域的に複数の支部機能が停止す
る災害を想定した事業継続計画の策定について、検討を進めた。

　　�　また、新型コロナウイルス感染防止等への対策を講じた上で、事業継続が維持できな
いことに対するリスク回避を目的に新型インフルエンザ等感染症に対する事業継続計画
等の一部改正を行った。

　⑵　コンプライアンスの徹底
　　�　職員等に対しコンプライアンスの重要性について周知するとともに、自己点検シート
等を用いて教育・訓練を実施した。

　　�　なお、自己点検シート等を用いた教育・訓練の結果、職員等へコンプライアンスの重
要性が徹底された。

　⑶　監査の実施
　　�　事業運営の透明性を確保するため、内部監査及び監事監査のほか、監査法人による外
部監査を実施した。

　　�　また、前回の支部総合監査における要改善事項の継続的フォローアップを全支部に
行った。ただし、常勤監事の退任から後任の者が就任するまで約半年を要したことから、
計画では監事監査を 6支部、経営上のリスクや本部施策の課題を把握するための常勤監
事によるモニタリングを 13支部に予定していたが、次のとおりの実施となった。

対　象

内 部 監 査 本部及び15支部

監 事 監 査 本部及び 3支部

外 部 監 査 本部及び 5支部

常勤監事による
モニタリング          4支部

　⑷　広報、広聴の強化・充実
　　�　保険者及び保険医療機関等をはじめとする関係者から支払基金の事業や役割等を理解
していただけるよう以下の広報活動に取り組んだ。

　　ア�　ホームページやメールマガジン、広報誌などを活用した迅速性、正確性を踏まえた
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広報活動に取り組んだ。
　　イ�　報道機関を通じた広報活動を積極的に行うため、お知らせすべき重要な情報はプレ

スリリースを行うとともに、毎月、記者会見（令和 2年 3月を除く。）を開催し支払
基金の施策の取組状況等を発表した。

　　ウ�　国民皆保険を支えていく上で、支払基金の審査委員会が果たす役割や機能について、
より広く理解を深めていただくため、令和 2年 2月に鹿児島県で「保険診療と審査を
考えるフォーラム」を開催した。

　　エ�　「お客様の声」相談窓口で受け付けた保険者や保険医療機関等からの苦情、相談、照
会等に迅速かつ懇切丁寧な対応を行った。

　　　�　また、受け付けた内容については速やかに取りまとめた上で情報共有を図るととも
に、内容に応じて業務改善に努めた。




